
議案第３５号 

山都町介護予防拠点施設条例の一部改正について 

山都町介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和８年６月５日提出 

山都町長 坂本 靖也   

 

 

（提案理由） 

山都町介護予防拠点施設あおぞらの共用廃止に伴い、山都町介護予防拠点施

設条例の一部を改正する必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



 

 山都町介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和 年 月 日 

 

山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例 

山都町介護予防拠点施設条例（平成１７年山都町条例第９７号）の一部を次

のように改正する。 

第１２条中「あおぞらにあっては別表第２に定める使用料金を、交流館にあ

っては別表第３」を「別表第２」に改める。 

 別表第１介護予防拠点施設あおぞらの項を削る。 

 別表第２を削り、別表第３を別表第２とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



山都町介護予防拠点施設条例(平成17年条例第97号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(使用料) (使用料) 

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、あおぞらにあっては別

表第2に定める使用料金を、交流館にあっては別表第3に定める使用料

を納付しなければならない。 

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2              

                                               に定める使用料を

納付しなければならない。 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

名称 位置 

介護予防拠点施設あおぞら 山都町野尻999番の2 

長谷地区交流館 山都町長谷678番地の1 

上差尾地区交流館 山都町上差尾1028番地の1 

長崎地区交流館 山都町長崎706番地の5 

橘地区交流館 山都町橘135番地の2 
 

名称 位置 

                                            

長谷地区交流館 山都町長谷678番地の1 

上差尾地区交流館 山都町上差尾1028番地の1 

長崎地区交流館 山都町長崎706番地の5 

橘地区交流館 山都町橘135番地の2 
 

別表第2(第12条関係)  

  居室使用料金 備考 

  冷暖房使用時 

多目的ホール 440円 660円 1 利用料金の額は、1時間当た

りの額とする。 

2 利用時間は、1時間未満は切

り上げるものとする。 

3 表の金額は、消費税相当分

を加えた総額表示である。 

会議室(和室) 330円 550円 

 

 

別表第3(第12条関係) 別表第2(第12条関係) 

（略） （略） 

 



 

 

 

介護予防拠点施設あおぞらについて（概要） 

 

平成 14年度 

旧矢部町において介護予防拠点施設として整備 

熊本県介護予防拠点整備事業 

総事業費 40,686,450円 補助金 35,375,000円 木造平屋建て 

補助金適正化法に基づく処分制限期間 22年（令和 6年度まで） 

 

 

ＪＡ上益城が通所型サービスＡ事業所「あおぞら」として、介護予防のためデイ

サービスを実施していた。 

 

 

令和 7年 11月 13日 

ＪＡ上益城より事業廃止の打診 

年々利用者が減少していること（令和 2年 87人 → 令和 7年 63人）、ス

タッフの確保が困難になってきたこと、光熱水費や消耗品などが物価高騰によ

り費用負担が増したことなどが廃止の背景にある。 

 

 

令和 8年 1月 

利用者減少等により継続運営が困難となり、ＪＡ上益城の年末の理事会にお

いて令和 8年 3月 31日をもって事業廃止が決定、廃止のお知らせが届く。 

 

 

令和 8年 1月 23日 廃止・休止届出書の提出 

 

 

令和 8年 3月 31日 事業廃止 
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